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平成29年12月橋本市議会定例会会議録（第２号）その４ 

平成29年12月４日（月） 

                                          

○議長（岡 弘悟君）順番３、18番 土井君。 

〔18番（土井裕美子君）登壇〕 

○18番（土井裕美子君）それでは、いましば

らくおつき合いを願いたいと思います。 

 まずは、このたびの台風21号におきまして

被害に遭われました方々に対しまして、心よ

りお見舞いを申し上げますとともに、災害復

旧にあたりご尽力いただきました職員の皆さ

ま方並びに消防本部職員、消防団、そして、

市民ボランティアなどの方々に深く感謝を申

し上げ、敬意を表する次第でございます。 

 それでは、通告に従いまして一般質問を始

めさせていただきます。 

 今回の１項目めは、ボランティアの取り組

みについてでございます。 

 本市においては、市民と行政が良きパート

ナーとなり、協働を一つの手法としてまちづ

くりをおこなうため、長期総合計画の中でも

「市民の力が活きるまちづくり」を基本施策

に掲げ、平成20年には橋本市協働の基本指針

を策定されました。そして、協働のまちづく

りに取り組んでおられるところでございます。 

 今後も少子化や高齢化が進む中で市民の多

様なニーズに応えていくためには、より一層

の市民協働の取り組みの強化が必要と考えま

して、何点か質問をいたします。 

 ①台風21号において、本市におきましても

大きな被害が出ましたが、今回の災害時のボ

ランティアの活用について、お教えください。 

 ②現在、保健福祉センターにある市民活動

サポートセンターと総合政策部が行っており

ます人材ネットワーク事業との連携について、

教えてください。 

 ③市民活動団体などの自主的、自発的な活

動を支援する制度として、他の自治体では市

民税の１％を財源にし、その事業にかかる経

費を補助しているところもありますが、制度

導入のお考えはありますか。 

 次に、２項目めです。電子母子手帳アプリ

の導入についてでございます。 

 この電子母子手帳アプリとは、自治体が発

行する紙の母子手帳と併用しながら、子育て

世代が活用するスマートフォンなどの特性を

生かし、各個人に合った妊娠・出産・子育て

までの情報を、いつでもどこでも簡単に受け

取ることができるアプリで、子育て支援に力

を入れている自治体の導入が増えてきていま

す。 

 本市におきましても、子育て包括支援セン

ターが開設され、切れ目のない支援をめざし

ているところでございますが、このようなＩ

ＣＴを活用した新たな支援策としてのアプリ

の導入のお考えはありませんでしょうか。 

 以上、壇上での私の質問を終わります。明

快なご答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君の質問項

目１、ボランティアの取り組みに対する答弁

を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（石橋章弘君）登壇〕 

○健康福祉部長（石橋章弘君）ボランティア

の取り組みについて、お答えします。 

 一点目の、今回の台風第21号における災害

時のボランティアの活用についてですが、被

災地支援におけるボランティアの皆さまの果

たす役割は非常に重要であり、ボランティア

活動を通じて被災者の皆さまに勇気と希望を

与えてくれるものと認識しております。 

 台風第21号の災害復旧にあたり、ごみ出し

や消毒作業、土砂撤去作業、市民のニーズ調
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査など急を要する業務等については、市職員

等を積極的に動員して行うこととし、台風第

21号関係では、学文路地区を中心に、これま

で延べ市職員431人、消防本部職員34人を動員

し、災害復旧にあたりました。 

 一方、市としては、10月26日に市社会福祉

協議会に対しボランティアの要請を行い、そ

の結果、10月27日には市民の方２名が泥の除

去作業を、橋本中央中学校、学文路小学校の

児童・生徒約60名の方にはごみ出し支援を、

10月28日には市民の方２名がごみ集積所での

分別作業を、10月30日と10月31日には２日あ

わせて市民の方３名が家屋床下の消石灰散布

作業に従事していただき、市社会福祉協議会

の皆さんとともにボランティア活動にご協力

をいただいたところです。 

 このほかにも、食器等の清掃用のふきんや、

床、窓の清掃用ぞうきんを作成し提供してく

ださったボランティア団体の皆さまや、冠水

した公園の清掃作業をしてくださった民間企

業の皆さまなど、急な依頼にもかかわらず、

迅速な対応をしていただきました。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

〔総合政策部長（上田力也君）登壇〕 

○総合政策部長（上田力也君）次に、二点目

の、市民活動サポートセンターと人材ネット

ワーク事業の連携について、お答えします。 

 市民活動サポートセンターは、ボランティ

ア活動等の公益的な市民活動の活性化を図り、

協働のまちづくりを推進するための活動拠点

として、平成25年１月に開設しました。 

 主な事業内容としては、ボランティア情報

の収集と発信、市民活動に関する相談受け付

け、研修会等の開催による市民活動に係る人

材の育成、ボランティア活動に関する保険加

入の受け付け、団体等の交流の機会と活動の

場の提供などがあり、平成29年10月末現在で

144団体の利用登録があります。 

 一方、人材ネットワーク事業は、過去に市

のそれぞれの担当課で把握していたボランテ

ィア活動に関する情報を集約し、市民の知識、

経験、能力、マンパワー等の情報を共有する

ことで、市民のボランティア活動を促進する

ことを目的として、平成27年４月より実施し

ているものです。 

 主な事業内容として、ボランティアを求め

る情報の収集と発信、市民ボランティアの登

録などを行っており、平成29年10月末現在で

395名の方が市民ボランティアとして登録さ

れています。 

 市民活動サポートセンターとは、ボランテ

ィアに関する情報の共有や研修会の実施など

で連携しているところですが、ボランティア

登録窓口が重複しており、市民にとって窓口

がわかりにくいといった指摘もあります。 

 このことから、ボランティアや市民活動に

関する窓口の一本化に向けて、昨年度から指

定管理者である橋本市社会福祉協議会とも協

議を進めているところであり、窓口を一元化

することで、市民にとって利用しやすい環境

を提供するとともに、事務の効率化を図り、

市民活動につなげたいと考えています。 

 市では、今後の人口減少、少子高齢化等に

対応するためにも、市民の力を生かした協働

のまちづくりが重要と考えており、市民活動

の活性化に努めていきます。 

 次に、三点目の、市民活動団体などの自主

的・自発的な活動を支援する制度について、

お答えします。 

 本市では平成23年度から28年度まで、市民

との協働のまちづくりを進めるため、市民活

動団体が行う公益性の高い市民活動に対して

活動費用の一部を助成する市民活動支援事業

を実施してまいりました。 

 過去６年間に助成した団体は24団体で、市

民活動スタート支援補助金として７事業に対
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し計34万7,000円、市民活動ネクスト支援補助

金として28事業に対し573万円を助成しまし

た。 

 本事業は、支援を終えた後も助成を受けた

団体が自律的に事業を継続するなど、市民に

有益となる活動が一定の広がりを見せたこと

もあって平成28年度で終了し、平成29年度か

らは市民活動サポートセンターにおいて、市

民活動を行う上で必要な資金調達の情報提供

や相談、人材育成講座を実施するなどにより、

市民活動を支援しています。 

 議員おただしの、市民活動団体などの自主

的、自発的な活動を支援する制度については、

一部の自治体の例として、市民税の１％を財

源とし、団体から提案された公益活動に対し

て市民が事業内容やその必要性などを評価し、

市民が投票することで支援金が決まる制度で

あり、活動内容が市民によく見える形で、ま

た、広く市民の意見を反映した活動に支援で

きる制度であると認識しています。 

 市民活動を支援していく上では、情報、人

材、資金、活動場所などの要素が必要である

と考えており、現時点では、これまで以上に

市民活動サポートセンターを活用してもらう

ことで市民活動を支援しているところです。 

 なお、現在、市民と行政による協働のまち

づくりを進める上で、自主的な地域における

活動を尊重しながら、市民の力をまちづくり

に生かす仕組みづくりを検討しているところ

であり、提案いただいた制度も含めて、新た

な市民活動を支援する方策を考えてまいりま

すので、議員のご理解、ご協力をお願いいた

します。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君、再質問

ありますか。 

 この際、18番 土井君の再質問を保留して、

午後１時まで休憩いたします。 

（午前11時54分 休憩） 

                     

（午後１時00分 再開） 

○議長（岡 弘悟君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 18番 土井君、再質問を願います。 

 18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）まず、それでは、棒

ランティアの取り組みの①からでございます。 

 今回、大変、先ほどの同僚議員の質問にも

ありましたけれども、橋本市にとっては今ま

でにない大きな災害がこの台風21号によって

もたらされたということでございまして、被

害状況も大変大きくなっているわけでござい

ますけれども、その中で今回、いろんな議員

が災害に関しての質問をこの議会でされます

けれども、私は今回はこのボランティアとい

う観点から、災害ボランティアに関しての質

問を一つ項目として入れさせていただきまし

た。 

 ご答弁の中で、まず、10月26日に社会福祉

協議会員ボランティアの要請をしましたとい

うことでございましたけれども、どこの部署、

どこの課が、どのようなボランティアの要請

をされたのか、お教えいただきたいと思いま

す。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）10月26日には、

危機管理監も同行していただいたんですけれ

ども、健康福祉部の保険年金課がボランティ

アの助けをお願いするということで、社会福

祉協議会に依頼に上がりました。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ボランティアはわか

るんですが、ボランティアといえばいろんな

作業があるではないですか。何のどのような

ボランティアをお願いされたんですか。ただ

ボランティアセンターを立ち上げてください
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というような要望をされたんですか。その辺

のところを細かくお願いいたします。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）まず、社会福

祉協議会とは橋本市地域防災計画における災

害ボランティアセンターの設置について、10

月24日に協議を行っております。そのときに

は、全国からボランティアに来ていただいて、

センターとして登録とかあるいは配置を行う

というふうなセンターを設置するには至らな

いというふうな判断をいたしました。 

 そのことを受けて10月26日に、このときに

はもう現場では、片付けでありますとか、泥

出しでありますとか、ごみの整理作業であり

ますとか、当然動いておりましたので、ある

いは消毒も一部動いていましたので、そのよ

うなボランティアをお願いしたいということ

で、社会福祉協議会にお願いに行ったという

ことでございます。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）それでは、現在、橋

本市では次の総合計画を策定中で、その総合

計画づくりの中でも、市としては行政推進基

本姿勢の中で、協働のまちづくりを進めてい

くということをしっかりと明記されておられ

ますし、市民の力をしっかりと使って、市民

とともにまちづくりを進めていこうというこ

とでございますので、今回のこのボランティ

アを要請されて、報告によりますと、27日、

市民のボランティアが２名であるとか、それ

から30日、31日に関しては、30日、31日で両

日で市民のボランティアが３名であるとかと

いうご報告をいただいておるんですが、今回

の災害時において、市として、この市民ボラ

ンティアの活用についての内容というか対応

については、どのような見解をお持ちなので

しょうか。 

 市職員等が本当に、私も見ておりましたけ

れども、大変よく頑張っていただいて、消防

職員も含めて職員も総出で動いていただいて、

対応していただいて、本当に頭の下がる思い

でございましたけれども、やっぱり市民の方

の中でも、同じ市の中でこういう大きな災害

が起こっているときに、何かしたいな、何か

自分たちでできることはないのかなというふ

うに思っていらっしゃる市民の方がいらっし

ゃると思います。そういうときに、今回ちょ

っと人数が少なかったのかなという気はちょ

っとするんですが、市の対応として、部長は

どのようにお考えになっているかということ

をちょっとお聞かせいただきたいんです。 

 というのが、今回質問した中で、これでい

いんですと、橋本市はこういう対応の仕方で

今後行くんですよということになれば、私が

いくら問題提起をしても市としては動いても

らえませんし、今回の市民ボランティアの対

応について、やっぱりいろんな問題点があっ

たなということを考えていただいているので

あれば、今後の対応策というのも次のときに

生かしていけると思いますので、まず、今回

のボランティアの対応について市はどのよう

に考えているのか、ちょっとお願いいたしま

す。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）答弁の中で申

し上げましたとおり、当初、橋本市地域防災

計画を定めておるわけですけれども、今回の

災害の被災の状況では、全国各地からボラン

ティアの支援を受けるような、いわゆる災害

ボランティアセンターの設置には至らないと

いうふうに当初判断し、緊急性の必要な作業

については市職員が初動対応を行ったと。必

要に応じたボランティア要請をその後、市社

会福祉協議会に協力をお願いしたということ

でございます。 

 今回のボランティアの活用の方向は、まず
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間違っていなかったのかなと。やり方はまず

間違っていなかったのかということでござい

ますけれども、実は、現在、地域防災計画の

実務マニュアルを本年度当初から作成してお

りまして、その矢先このような災害が発生し

ました。 

 このようなことから、議員おただしの点か

ら考えれば、この対応が適切であったのかと

問われれば、実際、不十分であったというふ

うに考えてございます。地域防災計画と申し

ますのは、より広域な災害というか広域から

のボランティアを受けるような大きな災害を

想定してございまして、今後、そういうふう

な規模に至らないような災害にも対応してい

けるような体制づくりをこれから考えていき

たい。その後、いろんなレベルの状況に対応

できるようなマニュアルを作成していく。こ

れは当然、市社会福祉協議会と連携をとりな

がら取り組んでまいりたいというふうに、今

回の課題を生かして、より良い対応をできる、

柔軟性のあるマニュアルをつくっていきたい

というふうに考えてございます。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）やっぱり大災害のと

きに全国からボランティアを募るということ

ですけれども、本当に今、橋本市の中でこれ

だけ大きな局所的な災害が起こっているわけ

でございますから、こういうときこそ市民同

士が手を取り合って助けていきたいなと思っ

ている方がたくさんいらっしゃると思うんで

す。実際に私のところにも、お手伝いを何か

することがないのですかというお問い合わせ

があったんです。もういても立ってもいられ

ないと。ボランティアをしたいんだけれども、

どこにどのように問い合わせをして、どのよ

うなボランティアがあるのですかという市民

の方からのお問い合わせがございました。 

 それとともに、被災された方々からのお声

もお聞かせいただきますと、やっぱり、高齢

者の方のお二人住まいで、奥さまがちょっと

ご病気で病院に今行ってるんやと。１人では

床の掃除が本当にできないんだということで、

何とか誰か入ってくれないかなというお声も

お聞かせいただきましたので、私のほうから

も危機管理室のほうにお電話を差し上げて、

ボランティアを動かしていただけないんです

かというお問い合わせもしました。 

 それによって動いていただいたという経緯

もあるんですけれども、やはり、大災害とい

ったって、大地震の想定だけではなくて、今

回の災害も大災害ですよね、橋本市にとって

は。今、先ほど同僚議員も言ったように、始

まって以来の大災害ですから、こういうとき

こそ市民の力で地域を守っていくんだという、

そういうシステムづくりを本当にこれから真

剣に取り組んでいかないと、何のためにボラ

ンティアセンターがあるのかなというふうに

思いますし、社会福祉協議会の話になります

と、なかなかここで取り上げるのは難しいで

すけれども、社会福祉協議会に指定管理をし

ていただいているのは市でございますよね。

ということは、市がやっぱり管理監督責任が

発生してくると思うんです。 

 社協のことですからここでは触れられませ

んというのではなくて、やっぱり災害のボラ

ンティアのセンターというのを託すというの

であれば、やはり市の防災計画の中にもその

一つの位置付けとして入っているのであれば、

そこの役割というのを市がきっちりと、社協

さんはこういう動きをしなくてはならないの

ではないですかという取り決めも、危機管理

室と一緒にやっていただくことが必要なので

はないかなと思うんです。 

 現在のシステムのこの中では、災害時に市

民ボランティアを要請する場合というのは、

どこが主体として動くということになってい
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るのか、ちょっとお教えいただけますか。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）この災害ボラ

ンティアにつきましては、現行の橋本市地域

防災計画におきましては基本的に意思判断が

災害対策本部。それから実動部隊としては、

これは生活支援班の中で、うちの組織でいい

ますと、健康福祉部の保険年金課と介護保険

課、ここが担当するということになってござ

います。 

 なお、先ほどからご説明していますとおり、

わりと大規模なことを想定しておりますので、

災害ボランティアセンターの設置、これはい

わゆるニーズの把握、それとボランティアの

受け入れ、登録、それとニーズとのマッチン

グ、配置というふうなセンター機能というの

を想定しておるところでございます。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）だから、たくさん問

題点が出てきましたよね、今回のこと災害に

おいて。だから、それをやっぱりしっかりと

検証されて、改善をしていく動きをしていた

だきたいと思います。またいつ何どきこのよ

うな台風に見舞われて、同じような災害が起

こるとも限りません。同じ場所で起こるかも

しれないし、また、違う場所で起こるかもし

れません。大きな災害のことばかりじゃなく

て、本当にどんな災害が今起こるかわかりま

せんので、その辺の対応をしっかりしていた

だきたいというのと、社会福祉協議会なんで

すが、私ずっといろいろ調べてみますと、社

会福祉協議会で市町村災害ボランティアセン

ターの設置運営マニュアルを作成していらっ

しゃるところ、ガイドラインを策定していた

だいているところがあるんですけれども、そ

の中では、災害ボランティアセンターの設置

のみならず、災害ボランティアセンターを設

置するときには、ある程度の規模の大災害を

想定されていらっしゃいますが、災害ボラン

ティアセンターの設置に至らないにしても、

やはりボランティアセンターというのを社会

福祉協議会の中においている以上は、ボラン

ティアを有効に活用していただく機能を発揮

するところは社会福祉協議会であるというこ

とでございますので、その辺のところを今後、

社会福祉協議会の皆さま方としっかりとその

点について、具体的な行動マニュアル的なも

のを作成していただくことをお願いしたいと

思います。 

 ちょっといろいろ調べていた中で、コラム

というのがあったんですけど、ちょっとご紹

介させていただきますと、災害ボランティア

センターを設置するか設置しないか判断に迷

う場合は、災害ボランティアセンターを設置

したほうがよいと思われます。前例として、

被災した戸数が少なくても被災した世帯の被

害が大きく、ボランティアによる支援が必要

なケースがありました。設置の判断に迷った

場合はまず、災害ボランティアセンターを開

設してニーズを把握することが大切です。災

害ボランティアセンターの開設、イコール、

ニーズ調査の開始と捉えるのです、というこ

とです。一度、災害ボランティアセンターを

設置しても、ニーズがなければすぐに閉鎖し

ても構いません、ということです。 

 それとともに、災害ボランティアセンター

を設置しましたと、大きく多分ホームページ

等で公表されると思うんですけれども、その

中に、今回の場合は市内のボランティアの方

に限りますというような文言をお入れになり

ますと、全国からのボランティアが集まらず

に、市内だけのボランティアで賄うというこ

ともできますし、それから、保険の問題があ

るんですね。 

 保険に入っていない方をすぐにボランティ

アとして活動していくことは無理があると思



－42－ 

うんですけれども、私、次の２番目の項目の

質問にもあるんですが、今現在、400名近くの

方が市民活動のボランティアとして登録をし

ていただいていますよね。その方の保険はこ

の災害ボランティアにも使えるんですか、使

えないんですか。ちょっとその辺だけ教えて

ください。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）はい、使うこ

とはできます。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）できますよね。とい

うことは、今現在、市民ボランティアとして

登録していただいている皆さま方はすぐに、

登録がもう完了しておりますので、実際、市

民ボランティアとしてその日から動いていた

だくことができますよね。これ行政がお金払

ってるんですよね、ボランティア保険。だか

ら、１年間のお金を払って、せっかく400名近

くの市民の皆さま方が市民ボランティアとし

て登録をしていただいているんですから、そ

ういう皆さま方を活用してお願いして、ボラ

ンティアを活用しないという手はないと思う

ので、その辺のところを、二つ目の質問とも

ちょっとリンクしている部分があるんですけ

れども、今後、大災害だけのことを考えるの

ではなくて、社会福祉協議会ともしっかりと

協議を重ねた上で、こういう地元だけの、橋

本市の中だけの災害のときにも市民のお力を

有効に活用できるような対策というのを、し

っかりと問題点を提起して、その問題点を明

らかにしながら改善していっていただきたい

と思うんですが、お願いできますでしょうか。

ご答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）今回、私ども

の所管する人材ネットワークというのもなか

なかちょっと活用することができなかったと

いう実情がございます。 

 先ほど健康福祉部長が申しましたとおり、

ボランティアセンターを開設するに至らない、

こういう場合について、内部、そして社会福

祉協議会とも協議しながら、そのあたり、市

民の力を生かせる、そういうまちづくりの中

の一環として取り組んでまいりたいというふ

うに思っております。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）何とぞよろしくお願

いいたします。 

 今回は本当に職員がとても、選挙があった

にもかかわらず不眠不休で働いていただいて、

私たち議員も何人かは、ほぼ全員ぐらいがボ

ランティアに行かせていただきましたけれど

も、もっと何かやりたいなと思っている市民

の方々が登録していただいて保険にも入って

いただいていますので、今後何かございまし

たときには、十分その市民のお力を活用でき

るシステムづくりを構築していただきたいと

思います。 

 １項目めを終わりますが、２番目の質問で

ございます。②の質問でございます。 

 ②番は、現在、保健福祉センターに市民活

動サポートセンターというのがございます。

もう一つ、総合政策部の中に人材ネットワー

ク事業というのがございまして、その中で、

いろんなホームページを見せていただきまし

ても、ボランティア募集情報であるとか、大

変わかりやすく、このようにいろんなボラン

ティア情報を発信していただいているんです

が、私もよくボランティアセンター、市民活

動サポートセンターは活用するんですが、も

う一つリンクをしていない部分があるように

感じているわけですが、総合政策部がやって

いらっしゃる人材ネットワーク事業というの

は、もともとは人材バンクというものから発

展していっていると思うんですが、今この人
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材ネットワーク事業のボランティア募集に関

しては、どのような方法でボランティアを募

集されているのか、ちょっとお教えいただけ

ますか。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）ボランティア

を必要とする団体や、あるいは行政機関の関

係各課からまず依頼を受けます。その依頼に

は当然その日時、それからボランティアの内

容、それから必要とする人数、そういったと

ころを記入いただいた上で依頼をいただいて、

その上で私どものほうがホームページ等で情

報を発信しているという、そういう流れにな

っております。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）そうしましたら、市

民活動サポートセンターで141団体がボラン

ティアとして登録しているわけですけれども、

そちらのとのコラボというか連携というのは

具体的に何かなさっているんでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）まず、市民活

動サポートセンターの実際動いておられる業

務については、毎月、月報等をいただいてお

りますので、それは把握しております。 

 具体的な連携といいますのは、例えば私ど

ものほうで、先ほど議員がお示しいただいた

ボランティア情報というのを市民活動サポー

トセンターのほうでもホームページで上げて

いただいております。あとは、いわゆる研修

会であるとか、それは人材育成であったり資

金調達であるとか、そういったところについ

ても私どものほうからいろいろ要望をさせて

いただいた上で研修会なんかをしていただい

ているという、そういう連携の状況でござい

ます。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）橋本市においては、

市民活動サポートセンターが平成25年１月、

保健福祉センターが開設されるときにようや

くボランティアセンターとしてできたという

経緯がございまして、それまでには拠点的な

場所がなかったので、多分、人材バンク的な、

当時は教育委員会でしたか、社会教育のほう

が所管をされていて、ボランティアを募って

いらっしゃったというのがあるんですが、も

う今は平成25年から今まで４年近くたちます

ので、そろそろ問題点として答弁の中でも挙

げていただいておりましたが、二つの窓口が

あるというのはおかしな話ですよね。という

か、市民にとってわかりにくい話ですよね。

総合政策部のところにもボランティアという

項目があって、市民活動サポートセンターに

もボランティアがあるということですよね。 

 社協が今、指定管理として入っていただい

ているんですが、その辺をいち早くやっぱり

一本化して、一本化するときに必ず全てを市

から社協のほうに手を放してしまうのではな

くて、随時、しっかりと連携をとりながら、

なおかつ強固なものにしていきたいとふうに

思っておりますので、ご答弁の中でも問題点

はご承知いただいておるようでございますの

で、その辺のところは市がイニシアティブを

とりながら、ボランティアを総合計画の中の

一つの基本指針として取り上げていただいて

いるのであれば、しっかりと重要な位置付け

をされて今後強化していくということでお願

いしたいと思いますが、部長、いかがでしょ

うか。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）壇上でもご答

弁させていただきましたが、やはり、昨年度

から一元化については社会福祉協議会と協議

はしているところでございますので、なるべ

く早い時期に、相手はあるものの、一元化で

きるように進めていきたいというふうに考え
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ております。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）よろしくお願いいた

します。 

 それでは、③の質問に入ります。この質問

をさせていただくにあたりましていろいろ調

べましたら、平成25年のちょうど議長が総務

委員長だったときに、熊本県の宇城市でした

か、個人市民税の１％の財源を活用してボラ

ンティアを進めていらっしゃる市にも視察に

行っていらっしゃったと思います。私もいろ

いろ調べてみましたら、近くの和泉市で、ち

ょいずという、「あなたの１票で市民活動を支

援しよう！ ちょいず！」という、こういう

冊子があるんですけれども、このようなすご

くユニークな事業があったんですね。 

 ほかのところと違うところ、ほかの市町村、

１％事業を進めていらっしゃるところと違う

ところは、だいたいの自治体は審議会みたい

なのをつくって、その審議会委員さんがその

１％の財源を、ここにいくら、ここにいくら、

ここにいくらと振り分けようという、そうい

うシステムはわりとあるんですけれども、こ

のちょいずの場合は、市民の皆さんが、自分

たちが払う個人市民税でございますので、市

民の皆さんが自分が支援したい市民活動団体

を選んで、インターネットで投票もしくはこ

の冊子に何か備えつけの郵送の返信用封筒み

たいなのがあるらしいんですけど、そこに票

を入れて、そして、投票すると。その得票数

によってその市民活動団体がポイントをいた

だけて、そのポイントに応じた金額、補助金、

助成金というのをもらえるという、そういう

ユニークなシステムでして、実際にそこに登

録されている市民団体の方から話を聞くと、

もうすごい頑張りがいがあるのよとおっしゃ

っているんですよ。自分がしっかりと活動し

たことが、市民の人に認めてもらえて、なお

かつ投票してもらえて、自分たちが今後動け

る財源の確保になると思ったら、本当に一生

懸命できるんですというような生の声をお聞

かせいただきましたので、これはおもしろい

システムだなというふうに思って、ちょっと

ご提案をさせていただきました。 

 ちなみに、橋本市の個人市民税の１％で、

今の18歳以上の市民の人口を割ると、だいた

い市民１人当たりの支援額というのはいくら

になるんでしょうか。計算していただけます

か。教えてください。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）ちなみに、平

成28年度決算の数値で言わせてもらいますと、

個人市民税として収入済み額が28億4,847万

7,863円というふうになっております。それを

18歳以上の市民ということで、さきの衆議院

議員の選挙の有権者からしますと、５万4,380

人というふうになります。 

 したがいまして、この個人市民税の額を有

効投票数といいますか、で割りますと、１人

当たり523円ということになっております。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。523円。 

 523円を自分がどこの活動団体に投票する

ことによって投票しようかということで、そ

の団体がより頑張っていこうという、そうい

うおもしろいシステムで、ちなみにこの和泉

市は３票持っているらしいんですね。１票だ

けをそこに投じると591円なんだそうですが、

３票あるので、２団体選択した場合は295円ず

つが団体への支援になって、３団体投票した

場合は197円ずつその団体に支援されるとい

う、そういうなかなかユニークな、投票によ

るそういう助成金のことがありますので、研

究させていただいて活用も含めてやっていき

ますというご答弁をいただきましたので、ど
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うぞまたしっかりと研究をされて、こういう

おもしろいシステムもあるということで取り

入れていただいたら、より市民活動が活発に

なって、自分たちが自分たちでコマーシャル

もしっかりやっていただく励みにもなると思

いますので、市民活動の、よろしくお願いし

たいと思います。 

 一つ目の質問は終わります。 

○議長（岡 弘悟君）次に、質問項目２、電

子母子手帳アプリの導入に対する答弁を求め

ます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（石橋章弘君）登壇〕 

○健康福祉部長（石橋章弘君）電子母子健康

手帳アプリの導入について、お答えします。 

 このアプリは、妊娠中のお母さんの健康状

態、子どもの成長や予防接種の記録を管理す

ることができ、また、アプリに入力した情報

に基づき、妊娠週数や子どもの年齢等に応じ

て、自治体から検診や予防接種の時期等、子

育て情報を受けることができるもので、従来

から市が交付している紙の母子健康手帳とあ

わせて利用するものです。 

 現在、市では母子保健法に定められている

乳児健診、１歳８カ月児健診、３歳６カ月児

健診に加え、10カ月健康相談についても、郵

送による個別通知を行っています。また、予

防接種については、新生児出生連絡票を受け

取る際に対面で実施時期等を説明の上、一覧

表を手渡すなど、適切な時期に必要な情報を

提供しています。 

 一方、本市では子育て世代包括支援センタ

ー（ハートブリッジ）を設置し、安心して子

育てできる環境づくりのため、切れ目のない

支援を強化しているところであり、広報誌や

健康カレンダー、橋本市子育てサイト「はぴ

もと」を活用し、情報発信を行っています。 

 母子健康手帳アプリはいくつかの民間業者

から提供されていることから、今後、先進地

事例や費用面、運用面を研究しながら検討し

ていきたいと思います。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君、再質問

ありますか。 

 18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）この質問は10番議員

と全く同じ質問で重なってしまいまして、私

は大項目が二つしか項目がなかったので、10

番議員にお譲りいただいて、代表して質問さ

せていただいておりますけれども、母子手帳

は必ず行政が発行しなくてはならないものな

んですが、紙の母子手帳とは別に、スマート

フォンとかタブレットとかパソコンでアプリ

をとって、そのアプリでいろんな情報が一度

に入ってくる。自治体から提供されるような

各種の制度であるとかサービスの内容、それ

から自分の子どもたちの、妊娠中の自分の体

調管理であるとか記録、それから写真、それ

から育児日記であるとか、そういうものが一

括してアプリで全て、利用者は無料でとるこ

とができるので、大変多くの自治体で広まっ

ているという動きがございます。全国の自治

体では現在63自治体で導入されていらっしゃ

いまして、大変好評を博しているということ

でございますので、橋本市もぜひ、こういう

のを活用されたらいいのになと思っての質問

なんです。 

 先ほど予防接種のことも言われましたけれ

ども、私も表をもらったですが、子どもも大

きくなりまして予防接種ってちょっと最近は

見ていなかったんですが、大変たくさん、何

カ月の間に何回打ちなさいとかといって、す

ごいややこしい状況を、お母さんたちは忙し

い中を合間を縫ってやっているので、こうい

うアプリが導入されますと、もうそろそろ自

分の子どものヒブワクチンの時期ですよとか、

４種混合の時期ですよとかいう、そういう情
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報もピンポイントで入ってくるようにも聞い

ておりますので、ぜひとも活用していただき

たいと思うんです。 

 昔は母子手帳をずっと大事に持ってという

のが、必ず健診とかのときには母子手帳を持

っていったんですけども、最近は母子手帳を

ときどき忘れてしまったりだとかということ

もあります。でも、母子手帳は忘れるんだけ

れども、ほとんど、私もそうなんですが、携

帯電話は絶対忘れないようにはしてるんです

よ、なぜかしら。だから、携帯電話で常に自

分の情報、子どもの情報が入るということは

とてもいいことだと思いますので、やっぱり

若い方たちのニーズに応じたサービスも行政

にとっては必要だと思いますので、ぜひとも

こういうサービスをしていただきたいなとい

うふうには考えています。 

 ご答弁の中にもございましたが、確かにい

ろんな事業者があるようでございます。私も

いろいろ調べました。多分、市の行政当局と

してはいろんな業者からの情報を提供してい

ただいているかと思いますが、ここで一つお

願いしたいのが、業者からの情報提供と、そ

れと、行政側はある程度の、いくらかのお金

を払わないとその情報提供ができないと思う

んですが、もしやっていただけるのであれば、

その金額だけで決めてしまうのではなくて、

健康福祉部とか健康課の中には女性の方もた

くさんいらっしゃると思いますので、実際に

今使われている自治体のアプリも使っていた

だいて、個人がどちらの自治体のやり方が見

やすいかな、どの事業者のアプリが見やすい

かなというような比較研究も含めた形で検討

の材料にしていただきたいなというふうには

思うんですけれども、その辺は部長、いかが

なものでございましょう。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）この件につい

て、私どもは民間事業者お二方から内容的な

お話も伺いました。また、実際に使っている

近隣の市にも実は問い合わせをして、どんな

状況ですかというふうな問い合わせもしてお

ります。 

 ただ、このアプリ自体が近隣の市町村は平

成29年に入ってからの導入ということで、ま

だ正確なデータがとれていないということも

ございますし、一部、確かにＩＣＴの活用、

それは時代の流れということでその方向にな

ろうかと思いますけれども、現時点、例えば

使い勝手、入力手間がかかりますとか、ちょ

っといろんな声もあるようでございます。 

 そのようなことから、議員ご提案の方法も

含めて、一番はユーザーの方の利便性になろ

うかと思いますけれども、財政的なことであ

りますとか、実際、運用面を検証、どこまで

実際運用していくのか、あるいは、運用体系、

サーバーはどこに置くのか、今回は事業者の

ほうに置いている例でございましたけれども、

いろんなやり方があるように聞いていますの

で、そこらあたりも含めて研究しながら、方

向としてはこういう方向に進んでいくのかな

という印象は持っておりますけども、検討し

ていきたいと思います。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）何年か前に橋本市は

関西圏で子育てしやすいまちの第２位になっ

たことがございますけれども、それに甘んじ

ていてはどんどんどんどんほかの自治体に先

を越されてしまいます。子育て支援包括支援

センターですか、ハートブリッジもでき上が

りましたし、やはりこういう時代のニーズに

合ったものをいち早く導入して、市民サービ

スという観点から、検討していただくのはあ

りがたいんですが、早く検討していっていた

だきたい。もうみんなやった後にやっても仕

方がないと思うんですよ。 
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 いち早く導入していただきたいということ

と、調べましたら、お金がかかるものと無料

でもできますよというのがあるんですよね。

財政難の折、ただやからやっとこかというよ

うなことにだけはならんようにしてほしいん

です。やっぱり、やるからには本当に、やり

ましたよ、いいでしょ、やったからというの

ではなくて、やるからにはやはり、市民の利

便性を第一に考えていただいて、値打ちのあ

るものにしていただきたいと思いますし、議

員に言われたし、みんなから言われたから、

周りを見てもただのんやっとるさかいに、じ

ゃ、うちもやろかというようなことにだけは

ならないように、しっかりと比較検討をして

いただいて、なおかつ検討の時期も早く、素

早く対応をしていただかないと、もう和歌山

県でも橋本市が一番遅いやないかということ

にならんとも限りませんし、また、これ母子

電子手帳アプリですけれども、マイナンバー

制度の発行と絡めて、総務省との絡みも含め

て、マイナンバーカードの登録にも一役を担

わせているという自治体もございますので、

その辺の比較検討もしながら、総務課とも連

携をとりながら、一度しっかりと素早い検討

をして、なおかつ有効性のあることにしてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願い

をして、私の一般質問を終わらせていただき

ます。 

 ありがとうございました。 

○議長（岡 弘悟君）18番 土井君の一般質

問は終わりました。 

  

                                           

 

 


